
令和５年５月 

京都市職員共済組合の組合員の皆様へ 

京都市職員共済組合 

 

 

 

 

 

組合員の被扶養者となっている方が、現在も被扶養者としての要件を満たしているかを確認するため、

地方公務員等共済組合法施行規程第９７条に基づき、下記のとおり扶養状況調査を行います。 

共済組合は皆様おひとりおひとりの保険料で成り立っていることから、被扶養者の実態を正しく把握

することで、負担と給付の公平性を確保しています。被扶養者の公正かつ適正な認定のため、組合員の

皆様には住民票や送金書類、収入に係る書類の提出等の負担をお願いすることになりますが、御理解の

ほど、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 
記 

 

 

１ 調査対象者 下記⑴～⑶のすべてを満たす被扶養者 

⑴ 認定年月日が令和４年１２月３１日以前である者 

⑵ 令和５年４月１日時点で、引き続き認定を受けている者 

⑶ 令和５年４月１日時点で、満２２歳～４４歳の配偶者及び満 22 歳以上の兄弟・姉妹・両親 

※ 次年度以降も調査対象者は変わる可能性があります。 

   なお、今回調査対象者とならない被扶養者についても、「扶養認定基準について」（別添資料１）

を参照のうえ、万一当該基準を満たしていない場合は速やかに取消の申請をしてください。 

 

２ 調査方法 

  対象となる組合員の方に対し、各所属を通じて「扶養状況調査票」を配付します。必要事項を記入

のうえ、添付書類とあわせて各所属を通じて提出してください。 

 

３ 調査時期 

  令和５年６月上旬を予定しています。 

   

４ 必要な添付書類 

 ⑴ 収入額の分かる書類（収入の種類によって添付書類が異なります。） 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に収入が増加した場合は、収入算定に含まない場

合がありますので、令和５年４月１２日付け事務連絡（別添資料 2）を御確認ください。 

 ⑵ 居住形態に係る書類（調査対象者と同居しているかどうかで添付書類が異なります。） 

   →詳細は「（別紙）添付書類について」を御確認ください。 

 

扶 養 状 況 調 査 実 施 の お 知 ら せ 



 

※注意 

 ・ 必要書類は調査時に直近３か月分が必要な場合もございますので、「（別紙）添付書類について」

を確認のうえ、準備をお願いします。 

・ 対象者により、提出していただく書類が異なりますので、御注意ください。 

・ 当組合が扶養の事実を確認するうえで、このほかにも書類を求める場合がありますので、御承知

おきください。 

 

５ 根拠法令等 

 ⑴ 地方公務員等共済組合法施行規程第９７条 

（組合員証の検認等） 

第 97 条  組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。  

２ 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、

遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。  

３ 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更

新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。  

４ 第一項の規定により検認又は更新を行なった場合において、その検認又は更新を受けない

組合員証は無効とする。  

⑵ 京都市職員共済組合被扶養者認定基準 

（扶養状況調査） 

第 14 条 組合は、既に被扶養者として認定されている者について、その資格要件を継続して

具備していることの調査を随時実施する。調査により、被扶養者としての要件を具備してい

ないことが判明した場合は、原則としてその要件を欠くに至った日に遡って認定を取り消す。 

第 15 条 組合は、虚偽の申告、申告漏れ、前条に規定する調査等により被扶養者の要件を欠

いている事実が判明したときは、認定日に遡及して被扶養者の認定を取り消すことができる。 

２ 組合は、前条に規定する資料の提出又は回答を正当な理由なく拒否し、又は提出しなかっ

た組合員に対し、更に期限を定めて当該書類等の提出又は回答を求め、それでもなお当該書

類等を提出又は回答しないときは、当該組合員の被扶養者は、その要件を既に欠いているも

のとみなして、認定日に遡及して被扶養者の認定を取り消すことができる。 

 

６ その他 

被扶養者としての要件を満たさない場合は、事実発生日に遡り、扶養削除となります。この場合、

削除日以降の医療費については、共済組合から後日返還請求することとなりますので御注意ください。 



（別紙）添付書類について （裏面にもあります。） 
 

対象者により、提出していただく書類が異なりますので、御注意ください。 

また、当組合が扶養の事実を確認するうえで、このほかにも書類を求める場合がありますので、

御承知おきください。 

 

１ 収入額の分かる書類（すべて写し可。年齢は令和５年４月１日時点）  
 

収入の種類 必 要書 類 備  考 

給与収入がある場合 

直近３か月の給与明細書 

（例）３月～５月分又は、４月～６月分 

 

※明細書が電子化されている場合

は、パソコンやスマートフォンの

画面印刷したもので可。 

 

※支給月及び対象者の氏名が確認で

きるもの。 

左記の書類がない場合に限り 

・雇用条件書（給与額の記載のあるもの） 

・直近３か月の給与振込先口座の通帳 

※振込金額が印字されているページ及び口座名

義人が判断できるページ 

・給与支払い証明書（様式不問） 

  ※雇用主の証明があるもの。 

利子・配当・不動産・事

業・農業その他の収入が

ある場合 

令和４年分確定申告書  

及び上記に係る収支内訳書 

「確定申告書」がない場合に限り 

・令和４年分所得証明書 

※市区町村が発行する所得を証明する書類で、収

入額及び所得の内容・種類・金額が記載されて

いるもの。市区町村によって名称が異なる場合

があります（京都市の場合は「市･府民税所得

証明書」）。 

「収支内訳書」がない場合に限り 

・令和４年分の必要経費が分かる書類 

年金収入がある場合 
令和５年度 

年金改定通知書 

左記の書類がない場合に限り 

・直近の振込通知書 

・直近の年金額が分かる振込口座の通帳 

※振込金額が印字されているページ及び口座名

義人が判断できるページ 

失業等給付金、傷病手当

金、その他継続的に得て

いる収入がある場合 

収入額の分かる書類 

〈提出書類の例〉 

・雇用保険受給資格者証（両面） 

・傷病手当金支給決定通知書 等 

無収入の場合 
なし 

・調査票には必ず０円と記入してください 

 
※調査における年収の考え方 

（例）収入：３月（80，000 円）・４月（70，000 円）・５月（90，000 円） 
    平均収入：３月～５月の合計 240，000 円÷3 か月＝80，000 円 
    80，000 円（月平均）×１２か月＝960、000 円（年間収入推計額） 
 
 
 

※ 複数の収入がある場合は，すべての収入が分かるように書類を提出してください。 

〈例１〉２か所以上から給与収入がある場合は，すべての勤め先からの直近３か月分の給与明細書 

〈例２〉２種類以上の年金を受給している場合は、受給しているすべての年金改定通知書 

〈例３〉給与収入及び年金収入がある場合は，直近３か月分の給与明細書及び年金改定通知書 

裏面にもあります 



 

２ 居住形態に係る書類（すべて写し可。年齢は令和５年４月１日時点） 
 

被扶養者

との 

居住形態 
必 要 書 類 備  考 

同 

居 

なし 

 

（調査票「住所」欄に実際に居住している住所を記入

してください。当組合で住所を登録することによっ

て、大規模災害等証不携帯となった場合、本人確認時

のキー項目となります。） 

調査票に記入されない場合は、住民票の提

出が必要となります。 

※組合員と同居していることが分かるもの 

（本籍記載不要。直近３か月以内に発行され

たもの。発行日の記載のあるページを除か

ないよう注意。） 

※
別 

居 

学生、単身赴任、施設入所等

の一時的な別居の場合 

一時的な別居で

あることの事実

が分かる書類 

（住民票の添付不要） 

①学生証 

②在学証明書 

③辞令 

④施設入所が確認できる書類 等 

上記以外のもの 

送金書類 

直近３か月分 
（住民票の添付不要） 

 

「誰が 誰に いつ いくら」送金したか客観

的に確認できる書類 

①金融機関の振込票※３か月分 

②入金・送金記録のある預金通帳 

 ※直近３か月分が印字されているそれぞれの 

ページ及び口座名義人が確認できるページ 

③現金書留受付印のある封筒とその控え 等  

（１人につき５万円以上かつ被扶養者の収

入の 1/2 以上の送金が必要）※３か月分 

※別居については、続柄を問わず、送金書類や学生証の写し等の書類が必要となります。 
 



 

 

京都市職員共済組合 

組合員・被扶養者の皆様へ 

 

扶養認定基準を御理解ください 
 

 扶養認定されました被扶養者様について、申告内容に変更があった場合は手続きが必要ですの

で御注意ください。 

 

 

 認定取消 の手続きが必要です。（※注） 

 

 

 

 
 
 

 

 認定取消 の手続きが必要です。（※注） 

 支給の認定日ではなく、支給開始日から認定取消となります。 

 

 同別居変更 の手続きが必要です。また、組合員と別居となった場合は、扶養認定に当たり以

下の要件を満たす必要がありますので御注意ください。 

■認定要件■（①～④をすべて満たすことが条件となります） 

① 認定対象者の収入額が収入限度額内であり、かつ当該収入額に２分の１を乗じて得た額

が、組合員からの仕送り以下であること。 

② 組合員からの仕送り額が、１人につき月額５万円以上であること。 

③ 認定対象者が扶養能力を有する扶養義務者と同居していないこと。 

④ 組合員からの認定対象者への仕送りは、１人につき毎月１回以上、金融機関等を経由し

て送金していること。 

 

 同別居変更 の手続きが必要です。 

手続きに漏れがある場合、事由発生時まで遡って 

扶養認定取消を行うこととなり、その期間中に医療機関で受診した医療費等を返還 

していただくことになります。 

 遡っての扶養認定取消を防ぐためにも、申告内容に変更が生じた場合等は速やかに 

手続きをしていただきますようお願いいたします。 

※注 認定取消後、国民健康保険に加入される場合は資格喪失証明書が必要です。 

資格喪失証明書は自動で発行されませんので「組合員（被扶養者）資格喪失証明願」を提出してください。 

給与の直近３か月平均額が認定基準額の１０８，３３４円以上となった場合         

雇用保険の基本手当金等を３，５６２円以上受給することとなった場合      

同居から別居となった場合 （事実上の別居を含む）       

別居から同居となった場合        

１月：９０，０００円、２月：１００，０００円、３月：１３０，０００円、４月：１３０，０００円 

 → ３か月（２月～４月）平均額は１２０，０００円で認定基準額以上。 

 ⇒ 認定取消の申告が必要（取消日は、3か月目の給与支払日の属する月の翌月 1日です。） 

 
例 

 

必要な添付書類等は共済組合のホームページを御確認ください。 

複数の収入がある場合は、すべての収入が 

分かるように書類を提出してください。 

申告内容に変更があったら手続きが必要です 

主 な 変 更 事 由  

家 庭 保 存 版 
別添１ 



（ 事 務 連 絡 ） 

令和５年４月１２日 

組合員各位 

 

京都市職員共済組合 

（保健係 222－3239） 

 

    被扶養者の収入確認に係る特例措置期間の延長について 

 

 平素は、当組合の事業に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、被扶養者の認定については、認定基準の収入限度額を、現時点から向こう１年間

の収入見込額が１３０万円未満（６０歳以上の者又は国民年金法及び厚生年金保険法に基

づき、傷病により障害等級が１～３級に該当する程度の受胎にある者は年間１８０万円未

満）と定めていますが、令和３年７月１６日、令和３年１２月１５日及び令和４年１０月

１８日付け発信の事務連絡において、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、

一時的に収入が増加する被扶養者が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、当共済組合

においては以下のとおり取り扱うことと周知いたしましたが、この度、特例措置の期間が

再度延長となりましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

なお、御不明な点や詳細等は当共済組合又は各局等人事担当課までお問い合わせくださ

い。 

 

 ●特例措置期間の変更● 

変更前 令和３年４月～令和５年３月末 変更後 令和３年４月～令和６年３月末 

 

 

１ 収入の確認方法について、 

  通常、直近３か月の給与明細等で１年間の収入見込額を確認していただいているとこ

ろですが、以下に該当する場合は、次のとおり収入確認をお願いします。 

 被扶養者の収入状況 収入確認 

① 

新型コロナウイルス感染症の影響

により、一時的に収入増加（ただし、

③を除く） 

将来の収入見込額を直近３か月の収入状況で

判断するのでなく、総合的に判断する。 

② 

新型コロナウイルス感染症に伴う

各種支援として給付金を受給し収

入増加 

コロナへの支援として支払われる各種支援金

については、収入確認の収入に含まない。 

③ 
医療職としてワクチン接種業務に

従事し、一時的に収入増加 

令和３年４月～令和６年３月末の間に従事す

るワクチン接種業務に係る収入については、収

入確認の収入に含まない。 

別添２ 



 

２ 既に被扶養者として認定されている場合 

  １の①～③に該当する場合は手続不要です。 

 

３ 新たに被扶養者として認定する場合 

１の①～③に該当する場合は、次のとおり手続きをお願いします。 

 被扶養者の収入状況 手続き 

① 

新型コロナウイルス感染症の影響

により、一時的に収入増加（ただ

し、③を除く） 

状況に応じて必要書類が異なります。 

共済組合までお問い合わせください。 

② 

新型コロナウイルス感染症に伴う

各種支援として給付金を受給し収

入増加 

被扶養者申告書（家族調書）の必要書類とし

て、給付金以外の収入状況が確認できるもの

を添付してください。 

③ 
医療職としてワクチン接種業務に

従事し、一時的に収入増加 

被扶養者申告書（家族調書）の必要書類とし

て、収入状況が確認できるものに加えて、 

別紙様式を添付してください。 

 

４ 既に被扶養者の認定取消をした場合について 

  １の①～③に該当する場合は、被扶養者の認定取消日まで遡って被扶養者の認定を行

いますので、共済組合までお問い合わせください。 

 

５ その他 

  本通知の要件を満たしていないにもかかわらず被扶養者認定の取消しの手続きをして

いなかった場合や、扶養状況調査等により虚偽の申告をしていたことが明らかとなった

場合は、被扶養者の認定取消を行います。必ず、収入状況については確認をお願いしま

す。 

  



別 紙 

 

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書 

 

令和  年  月  日提出   

組合員記載欄 

組合員氏名  

組合員証記号番号  

所属       局 

被扶養者氏名  続柄  

新型コロナウイルスワクチン接種業務について 

事業所名  

事業主氏名  

電話番号  

従事期間 令和  年  月～令和  年  月 

上記期間中のワクチン接種業務

へ従事したことによる収入額 

（実績額） 

円 

医療職 

（該当するものにチェック） 

□医師、□歯科医師、□薬剤師、□看護師等（※）、 

□診療放射線技師、□臨床検査技師、□臨床工学技士、 

□救急救命士 

（※保健師、助産師、看護師又は准看護師） 

 

上記のとおり申立てます。 

なお、上記内容について、調査等により要件を満たしていないことが明らかになった場合には、遡及

して削除されたとしても、異議は申し立てません。 

 

氏名               ㊞  


